
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

五

二

号

裁
量
労
働
制
に
お
け
る
偽
造
比
較
デ
ー
タ
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

長

妻

昭
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裁
量
労
働
制
に
お
け
る
偽
造
比
較
デ
ー
タ
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

裁
量
労
働
制
の
拡
大
や
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
導
入
は
、
事
実
上
、
労
働
者
代
表
の
い
な
い
産
業
競
争
力
会
議
で

決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
事
実
か
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
代
表
の
い
な
い
場
で
の
働
き
方
の
意
思
決
定
が
あ
っ
た
過
去
の
事
例
を

お
示
し
願
い
た
い
。

二
〇
一
五
年
三
月
、
当
時
の
民
主
党
厚
労
部
会
に
厚
生
労
働
省
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
に
は
裁
量
労
働
制
の
方
が
一
日
の
労

働
時
間
が
短
い
と
の
資
料
が
あ
っ
た
。
こ
の
資
料
は
後
に
撤
回
さ
れ
た
が
、
こ
の
資
料
は
ね
つ
造
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の

資
料
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
意
図
は
何
だ
っ
た
の
か
。
誠
実
に
お
答
え
願
い
た
い
。

過
去
、
政
府
が
過
労
死
の
個
別
事
例
を
認
め
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
事
例
と
認
め
た
法
的
根
拠
を
お

示
し
願
い
た
い
。

野
村
不
動
産
に
特
別
指
導
が
入
っ
た
と
の
政
府
の
発
表
が
あ
っ
た
。
個
別
企
業
名
を
開
示
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
根

拠
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
付
け
の
「
企
業
名
の
公
表
に
つ
い
て
」
（
基
発
〇
一
二
〇
第
一
号
）

の
ど
の
条
項
に
当
て
は
ま
る
の
か
。

特
別
指
導
と
は
何
か
。
今
回
、
何
例
目
か
。

一



当
該
特
別
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
政
務
三
役
の
了
解
を
得
た
の
か
。
了
解
を
得
た
か
否
か
を
お
示
し
で
き
な
い
場
合
は
、
そ

の
法
的
根
拠
を
お
示
し
願
い
た
い
。

加
藤
厚
生
労
働
大
臣
に
当
該
特
別
指
導
の
件
は
、
い
つ
報
告
を
上
げ
た
の
か
。
ま
た
、
当
該
特
別
指
導
に
入
っ
た
き
っ
か
け

は
何
か
に
つ
い
て
も
報
告
を
上
げ
て
い
る
か
否
か
、
お
示
し
願
い
た
い
。

野
村
不
動
産
は
当
該
過
労
死
の
事
実
を
公
開
し
て
い
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。
当
該
過
労
死
の
事
案
は
裁
量
労
働
制

が
合
法
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
方
か
。

裁
量
労
働
制
の
適
用
前
後
で
は
、
年
収
は
増
え
る
の
か
、
減
る
の
か
、
調
査
等
で
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
な
け
れ

ば
、
把
握
す
る
た
め
の
調
査
の
必
要
性
を
感
じ
る
か
。
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


